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総合評価基準表
別紙

父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する謂査研究業務

項目番号 評価項目 評価基準 配点
基礎点 加点

16 調査実施能力
過去に、離婚等の家族問題に関する社会調査を行った経験があL)、その経験を踏まえた

6 提案がされていること。

17 
調査研究は、受注者並びに研究代表者及び協力研究者による合議体によって行い、受注
者は合謹体の事務局の役割を担うこと。離婚問題に関する社会調査や行動科学分野の研 6 
究について知見のある学識経験者、実務家等と運携を図ることができること。

18 機密保持
業務上知り得た情報を第三者に開示しないこと、漏えいするおそれのある一切の行為をし
ないこと、本業務以外の目的では利用しないことが明確にされていること。

゜本業務に係る作業により作成する成果物について、著作権法に基づく対応や権利侵害の
r 

19 知的財産権の帰属等 紛争等が生じた場合の処理について理解していること。

゜
女性の職業生活における活躇の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定
（えるぽし駆定企業・ブラチナえるぼし認定企業）
• 1 段階目（※慮) 4点
·2段階目(※ ) 6点
·3段階目 8点
・プラチナえるぽし 10点

※※す・行①②る動労計女労働画饂性者（埒活の※躍間数②讐帷が）の進1200働法点人きに以方基下（づこの仔く一もろ穀の釜事）糟に業は限主溝る行た（計動す画こ計と期箇．間のが策満定了養し務てがしない事ヽ行業動主計・（画常を時策雇定用
ヽなし

している場合のみ）。 ヽ
9 9 0 

20 ワーク・ライフ・バランスの推進 次世代法に基づく認定（くるみん認定、トライくるみん認定及びブラチナくるみん認定）に関 10 

す・プるラ基チ準ナ適くる合み一ん般、事業主認定
10点

・くるみん（令和7年4月 1 日以後の基準） 8点
・くるみん（令和429年年44月J 1 日～令和7年3月 31 日までの基準） 6点
・くるみん（平成 月 1 日～令和4年3月 31 日までの基準） 6点
・くるみん（平成29年3月 31 日までの基準） 4点
・トライくるみん（令和7年4月 1 日以降の関) 6点
・トライくるみん（令和4年4月1 日～令和 月 31 日までの基準） 6点

, ・行動計画（令和7年4月 1 日以降の基準）（※2) 2点

•ユースエール認定 8点
（複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う）

·(1)又は(2)に該当する事業者 10点

(1·)令和7年4月以降に開始する入札者の事業年度（又は令和7年以降の暦年）において、

賃金引上げの実施を表明した
対前年度（又は対前年）比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3％以上増加させ

21 企業等に関する事項
る旨、従業員に表明している企業（大企業） 10 

(2)令和7年4月以降に開始する入札者の事棠年度（又は令和7年以降の暦年）において、
対前年度（又は対前年）比で給与総額を1. 5％以上増加させる旨、従業員に表明している
企業（中小企業等）

合計 基礎点 100 

加点 100 





金》 （税込）

価格証明書

令和 7年 7 月 24 日

東京都中央区日本橋 3-6-2
公益社団法人商事法務研究会

代表理事専務理事大久保文雄

ただし、父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反映させる方策に関
する調査研究業務の委託費として

項 目 1 数量 I 単価 1 金額 l 備 考





資格審査結果通知書（全省庁統一資格）

令和 7 年 4 月 1 日
業者コード： 0000093867

企業規模：その他

資格の種類及び等級：

法人番号： 5010005018552 

設立年月日：昭和 3 1 年 6 月 9 日

発行番号： 250110000337

103-0027 

東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号

公益社団法人商事法務研究会

代表理事

大久保文雄様

I IIIIl··Il’lIIIIIll’’lIIll •1•I’l·1•I I1, 1’’l’.,9.,1,I’’I1, 11.,11.I II 

250110000337 

衆議院庶務部会計課
9 そ1言＇

f•一―:`つ

参謙院庶務部会計課差こ」
'_'.':唸

国立国会図紐総務部会計課も目
ーモ

最高裁判所事務総局経理局長{.ｷ'ｷt 

会計検査院寧務総長官房会計課

内閣府大臣官房会計課
・巴L王四

デジタル庁会計担当参事恣言
に咤毛

復興庁会計担当参事官月＼
山
・て7*•一

総務省大臣官房会計課長刈
に二知

法務省大臣官房会計課長

外務省大臣官房会計課長

財務省大臣官房会計課長、 : 
J 

資格の有効期間：令和 7 年 4 月 1 日 ・から令和 1 0 年 3 月 3 1 日 まで

競争参加地域： （＊印の地域について有効）

［三汀：口虹・巴門三三i二詞三竺［口：三王：

..̂ 
文部科学省大臣官房会計課長パi

—と●ぶ-·.•

営業品目 ; 
ー。一

; 物品の製造 物品の販売

．息=---f`類

え示

厚生労働省大臣官房会計課長•“P

農林水産省大臣官房参事官（経理：］
経済産業省大臣官房会計課長丸」

＇二’'叫
.......,.-., 

国土交通省大臣官房会計課長，＋／1
....^" .. 
..―·六．ー～

環境省大臣官房会計課長・；り
・～・・・心•’ ’ 
L.―．今

防衛省大臣官房会計課長'.,'・い！
、-...,•··'-'迫

さきに申請のあーヽた令和10 'l • 0 8 • 0 •)年度の一般競争（指名競争）参加炎格の審査結果を通知します，
なお．本通知醤は、競争参加地域に所在する衆議院、参議院、同立国会図禁館．最甜裁判所、会計

検五院、やlfl1J（内閣官房、内閣法制関、人卓銃）、内叫府（内閣府本府、宮内庁、公正取引委貝会、警
察IT、個人情報保護呑員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁）、デジクル庁、
復興庁、舘務省｀法務省、外務省、財務省、文部科学省、序生労働省、殷林水産省、経済産業省、
国土交通谷、爽境省及び防衛省の各調達機関に共通して有効です。

役務の提供等

喜晨り哨／―
その他

［し心・ 烹ー王国筑争•)
なお、申請書類に故意に虚偽の事

本通知書受領後に申請内容に変更

受付機関： 15999

一
ー
ー
・
ー
ー
ー
！
＇

ナ釦
一

買
~

ー
の
一

品
一

竺
ー

受付番号： 00240





口私

v 当社

誓約書

は、下記 1 及び 2 のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約しますC

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、

異議は一切申し立てません。

また、貴職におい＇て必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察
に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

(I) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は

代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 7 7号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員（同法第 2条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

(I) 暴力的な要求行為を行う者

(2)へ法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者

支出負担行為担当官

法務省大臣官房会計課長殿

※添付書類：役員等名簿

令和 7 年 7 月 24 日

東京都中央区日本橋 3 丁目 6 番 2 号

公益社団法人商事法務研究会

代表理事専務理事大久保文雄

担当者

氏名

連絡先

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可



役員等名簿

法人名：公益社団法人商事法務研究令

所存訛；東京都中央区日本橋3-6-2

役職名

代表理事会長

代表理事副会長

代表理事専務理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

業務執行理事

監事

監事

（フリガナ）

氏名

（カンダヒデキ

神田秀樹

（カンサクヒロユキ

神作裕之

（オオクボフミオ）

大久保文雄

（イシカワマサミ

石川雅規

オオノケンジ

大野顕司

ォ・オムラアッシ

大村敦志

クズオカトシアキ

葛岡利明

（ナカタヒロヤス

中田裕康

マエダマサヒロ

前田雅弘

ヤマモトカズヒコ

山本和彦

ブヨシ

中條信義

オバタシノプ

小幡忍

スエヨシワタル

末吉亙

（別紙）

生年月日

（注）法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。



再委託及び知的財産権の帰属等に係る誓約書

口私

v 当社
は、本件を落札し、貴省と契約を締結した場合、下記 1 から 3 を遵守することを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、予算決算及び会計令第 7 1 条に基づき、

一般競争入札に参加できないこととなっても、異議は一切申し立てませんc

記

1 再委託について

(1) 本件業務の一部を再委託しようとする場合には、貴省の定める様式により再委託承認申請書を提
出し、貴省の承認を受けること

(2) 本件業務の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、貴省に対し全ての責任を

負うこと

(3) 本件業務の一部を再委託しようとするときは、本契約を遵守するために必要な事項について、仕
様書を含む本件契約書を準用して、再委託の相手方と約定すること

(4) 再委託に関する内容を変更しようとする場合には、貴省の定める様式により再委託変更承認申請

書を提出し、貴省の承認を受けること

(5) 契約書及び仕様書で再々委託が認められていない場合を除き、再委託の相手方から更に第三者に

委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載

した履行体制図を貴省の定める様式により作成し、貴省に提出すること

(6) (5)の履行体制図に変更があるときは、商号又は名称及び住所のみの変更の場合を除き、速やかに

貴省に届け出ること

(7) 貴省から本契約の適正な履行の確保のため、変更の理由等の説明を求められた場合には説明を行

うこと

2 知的財産権の帰属等について

(1) 本契約により納入される成果物の著作権（著作権法（昭和45年法律第48 号）第 2 1 条から第
28条までに規定する権利をいう。）は、仕様書に別の定めがある場合を除き、契約書に規定する所

有権の移転の時に貴省に移転すること

(2) 仕様書に別の定めがある場合を除き、成果物に係る著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性

保持権）を一切行使しないこと

(3) 成果物の作成に当たり、第三者の特許権、意匠権、著作権等の知的財産権を利用するときは、そ

の利用に対する一切の責任を負うこと

(4) (3)の知的財産権の利用に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、自己の責任において解決

に当たること

(5) ｷ (4)の紛争により貴省が損害を被ったときは、貴省に対し、その損害を賠償すること

3 その他契約書及び仕様書記載の応札条件等の事項について遵守すること

s 



支出負担行為担当官

法務省大臣官房会計課長殿

令和 7年 7 月 24 日

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、代表者の押印省略可

東京都中央区日本橋 3 丁目 6番 2 号

公益社団法人商事法務研究会

代表理事専務理事大久保文雄

担当者

氏名

連絡先



支出負担行為担当官

法務省大臣官房会計課長殿

令和 7年 7 月 24 日

東京都中央区日本橋3 丁目 6 番 2 号

公益社団法人商事法務研究会

代表理事専務理事大久保文雄

紙入札方式による入札参加申請書

貴省発注の案件「父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を

適切に反映させる方策に関する調査研究業務の請負 ー式」について、紙入札方式

での参加を申請します。

担当者

氏名

連絡先

（注）担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可





（代表者→代理人）

委 任 状

法務省大臣官房会計課長 殿

（件名）

今般、私は、下記の者を父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切

に反映させる方策に関する調査研究業務の請負 ー式に関し、法務省における当社の代理人と

定め、下記の権限を委任します。

1 入札に関する件 ' 

2 見積に関する件

3 契約締結に関する件

4 代金請求及び領収に関する件

5 復代理人選任の件

6 上記に付随する一切の件

令和 7 年 8 月 1 日

委任者所在地

ー記

東京都中央区日本橋 3 丁目 6 番 2 号

商号又は法人の名称 公益社団法人商事法務研究会

代表者氏名 代表理事専務理事大久保文雄 （印）

受任者 住所・連絡先

氏名

東京都中央区日本橋3 丁目 6 番 2 号

公益社団法人商事法務研究会

（注）受任者の連絡先を明記した場合は、押印省略可

［こ；］





機密性2 、完全性 2 、可用性 2

令和 7 年 7 月 2 5 日

法務省民事局担当補佐官 殿

法務省大臣官房会計課補佐官（詞達担当）

~
 

「父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等

を適切に反映させる方策に関する調査研究業務の請負 ー式」

に関する書類の審査について（依頼）

下記の者から標記書類の提出がありましたので、本月 2 9 日までに

同書類の審査を依頼します。

なお、従業員への賃上げ加点の有無についても回答いただぐととも

に、賃上げ加点がある場合は、事業終了年月日を付記した上で総合評

価基準書添付の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」の写しを提出

願います。

記

公益社団法人商事法務研究会





機密性 2 可用性 2 完全性2

令和 7 年 7 月 2 9 日

官房会計課補佐官（調達担当） 殿

民事局担当補佐官

「父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適切に反

映させる方策に関する調査研究業務の請負 ー式」に関する提案書の審査

について（回報）

標記について、下記のとおり回報しますので、よろしくお取り計らい願います。

記

公益社団法人商事法務研究会 合格 ヽ
‘
' 

以上



＼
ヽ

.
/
 

•
一







入札調書
a42 

案件名

数 塁

公告期間

（掲示公告）
入札説明会日時
（オンライン）

開札日時

父母の離婚、別居等を経験する子の蓑育について子の意見等を適切に反映させる方策に関する
調査研究業務の請負

ー式

（入札公告f.l) （入札締切日） （公告期問：入札公告日～入札締切日の前日）

令和7年7月 11 日（金） ~ 令和7年8月 1 日（金） 21 日

令和 7 年 7 月 16 日午前 11 時 00 分～

令和 7 年 8 月 4 日午後 2 時 00 分～

契約方式
口単価契約 □ 複数年度前提契約（ 月）
口総価契約（月額払い）
口その他（

落札者（契約者）

落札決定方法

契約金額

（落札金額）

□ 国庶債務負担行為による契約

回 総価契約（一括払い）

□ 長期継続契約

公益社団法人商事法務研究会

総合評価落札方式

（契約金額）
単 価

（単位：円）

（落札金額）

（消費税及び地方消費税）

8,250,000 

7, 500, 000 

750,000 
J
 

予定価格

（入札書比較参考額）

（単位：円）

（予定価格）

（入札書比較参考額）

（消費税及び地方消黄税）

9;-504, 729 

8,640,663 

864,066 

単 価

応札者名～了｀l 順 第． 1 回
金額'.円

入札

第 2 回

順i 金額円

結果

蚕 3 回
順 金額円

迭
金額

7, 500,'00D 

/|:|•I. ]―ー·•ー·9] l.j 
公益社団法人商事法
務研究会 7, 500, 000 

.......".............,...................、.............,...............,.,.,......................,..、...,............,................................................臀............,......,.,.,....................

..............................." -| ••••I“..........:......`...........“......................l ••,.........9』...........................................1..........“....i.............................＂．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．千•“................."......“"“.....
総合評価

醤芸旦□人：：：00•"1•一•JI:—~•"一—:-]-]-
............................................. -.... ···--1--···........ ● 9鴫.........,............,•一一•ロ・．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂＇●●......[............................................... 

I·••••••.. •·.. •.. •-•--•••.........,........... --;--•:..............,.,.................. ~·············....... 

備考

入札した結果は、上記のとおりである。

令和7年8月 4 日

入札執行者法務事務官

立会者法務事務官

立会者法務事務官

甚
硲
大

野裕

卓也

石 努

調達担当補佐官 契約審査官 仁落札率 86. 7% 





入 札 書

父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意
入札件名見等を滴切に反映させる方策に関する調査研究業務の請

負・ー式

十億l

金

000 
億I 千万百万I 十万 万 1 千 百 1 ゎ 円

半 7 | 50|0  0 0: 0 
（数最ー式）

上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、

その他関係事項一切を承諾の上入札いたします。

令和 7 年 8 月 ／日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房会計課長殿

所在地平"i『知評鳩 5- f;-2..
会社名公稔和国弘名和碍紅咬合

代表者氏名 ｛吃和理司要積i封神大久1 昴．文広倍（印）

冷
人A
 

7t o occ 
/ 

舷込ー 3/ ょso1 000  

（復）代理人氏名 馳 （印）

電子くじ番号[| g -g□| 

担当者氏名

連絡先

（注 1) 復代理人が入札を行う場合は、復代理人の氏名を記載す

（注 2) 担当者氏名及び連絡先を明記した場合は、押印省略可



9. 



【総合評価得点表】

件名 ’‘ の 1 こつい
策に関する調査研究業務の請負ー式

総合評価点＝「技術点(200点満点）」＋「価格点(100点満点）」

※価格点算出式（1- （入札価格＋予定価格）） X100

Ii4國蘊匿函コ 100点

竺、雫壼濯顧駅尋 8.640.663 I （税抜金額）

参加者名 技術点
価格点

入札金額 得点

公益社団法人商事法務研究会 一点 7,500,000 13,201 点

落札者名 総合評価点 落札金額 消費税..-
公益社団法人商事法務研究会

一
7,500,000 

令和7年7月 3 日

落札 I
判定

総合評価点

01 

一
合計

750,000 8,250,000 



、
J
r
.



予

金9,504,729円

定価格調 書

内訳

品 名 規 格 数 量； 単 価 金 額 備 考

父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の
意見等を適切に反映させる方策に関する調査研究業務 ー式 8,640,663 入札書比較参考額
の請負

消費税及び地方消費税 864,066 

ムロ 計 9,504,729 

（単位：円）

令和7年8月 1 日

支出負担行為担当官

法務省大臣官房会計課長藤田正人





父母の離婚、別居等を経験する子の養育について子の意見等を適
切に反映させる方策に関する調査研究業務の請負 ―式 積算根拠



ヽ_,




